
第
６
回 

絵画：小学生以下 
写真：制限なし 

応募 
期間 

2016年12月1日～ 
  2017年1月31日（必着） 

 ＜写真コンクール＞ 
 ◆金賞１名：賞状と賞金（30,000円）   
 ◆銀賞１名：賞状と賞金（20,000円）   
 ◆銅賞２名：賞状と賞金（10,000円）   
 ◆川崎市長賞１名：賞状と副賞 
 ◆川崎市議会議長賞１名：賞状と副賞 
 ◆神奈川新聞社賞1名：賞状と副賞 
 ◆川崎港運協会賞1名：賞状と副賞 
 ◆川崎海事広報協会賞1名：賞状と副賞 
 ◆東扇島協議会賞１名：賞状と副賞 
 ◆入選５名：賞状と記念品 

 ＜児童絵画コンクール＞ 
 ◆金賞１名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（10,000円） 
 ◆銀賞２名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（7,000円） 
 ◆銅賞３名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（5,000円） 
 ◆川崎市長賞１名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（5,000円） 
 ◆川崎市議会議長賞１名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（5,000円） 
 ◆神奈川新聞社賞1名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（3,000円） 
 ◆川崎港運協会賞1名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（3,000円） 
 ◆川崎海事広報協会賞1名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（3,000円） 
 ◆東扇島協議会賞１名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（3,000円） 
 ◆低学年特別賞（３年生以下）５名：賞状と図書ｶｰﾄﾞ（3,000円） 
 ◆入選５名：賞状と記念品 
 
 
 
 
 

           賞          応募規定 

 ◆絵画：Ａ３およびＢ３ 
  ：スケッチ、イラスト、水彩、クレヨン、鉛筆、油彩等自由      
 ◆写真：Ａ４および四つ切り 
  ：印画紙プリント （データ納品不可） 
  ：カラー・モノクロどちらでも可 
  ：フィルム・デジタルどちらでも可 
  ：画像加工していないものに限る 
  ：組み写真不可 
 ◆応募者本人の作品で未発表のもの 
 ◆公序良俗に反しなく、被写体の肖像権 や所有権に 
   問題が生じないもの 
 ◆2016年1月以降に制作されたもの 

 
         応募方法 

 ◆応募票に楷書で必要事項を明記の上、作品の裏面に 
   応募票を貼って郵送下さい。 
 ◆作品は台紙に貼ったり、額装などはしないで下さい。 
 ◆応募費用無料（作品送付費用は応募者負担） 
 ◆応募は一人３点まで。ただし入賞は一人１作品のみ。 

 

応募票はウラ面にあるよ！ 

応募 
資格 

川崎マリエン 

公益社団法人川崎港振興協会 

川崎マリエン写真・ 
児童絵画コン

作品応募要項 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

選考委員 
公益社団法人 川崎港振興協会（主催） 
川崎市（後援） 
川崎市議会 
神奈川新聞社（後援） 
川崎美術協会事務局 宮下優一 氏 
日本写真家連盟理事 永井勝雄 氏 
川崎港運協会(後援） 
川崎海事広報協会 (後援） 
東扇島協議会（後援） 

入賞作品発表 
2017年3月1日（水）予定 
川崎マリエンのホームページブログにて発表。
（http://www.kawasakiport.or.jp) 
（事務局からも直接連絡いたします） 

表彰式 
◆2017年3月実施（予定） 
   

入選作品展示 
◆2017年3月下旬～4月中旬(予定） 
◆川崎マリエンにて展示 
   

個人情報の取り扱いについて 
応募に関する個人情報は、主催者が適切に管理し、
第三者には提供しません。ただし、作品展示、広報 
活動につきましては、応募者の承諾を得ることなく、
作品・作品名と共に氏名、学校名・幼稚園名、学年、
応募地区等を公開させていただくことがあります。 

〒２１０－０８６９ 
 川崎市川崎区東扇島３８－１ 
 
公益社団法人川崎港振興協会 
 「第６回 川崎マリエン写真・児童絵画コンクール」係 

 ＜お問合わせ先＞ 
   公益社団法人 川崎港振興協会  
   会館事業係 入里（いりざと） 
            釣谷（つりたに） 
   電話０４４－２８７－６００９ 
   ＦＡＸ０４４－２８７－７９２２ 

【応募先】 

注意事項 
◆応募作品は応募を撤回した場合も含めて返却しません。
◆応募作品の版権・使用権は応募締切日から２年間は主     
  催者に帰属し、応募者の承諾を得ることなく、発表、展示、 
  印刷および頒布を行う権利を有するものとします。 
◆写真コンクールの応募作品については広報利用のた 
  めにフィルムまたはデジタルデータの提供をお願いす 
  ることがあります。 
◆応募作品は応募者本人が制作したもので、肖像権・著 
  作権などの承認は応募者の責任とし、主催者はその 
  責任を一切負いません。 
◆応募者は、応募時点で本応募要項に同意したものとし 
  ます。また、応募内容に違反があると主催者が判断し 
  た場合には、応募・受賞の取消および賞状・記念品な 
  どの返還請求を行うことがあります。 
◆主催者は、作品の輸送途中など不可抗力による事故     
  に対する一切の責を負いません。 

         第６回 川崎マリエン写真・児童絵画コンクール応募票 

私は、応募要項の全てを承諾し、以下のとおり応募します 

作品名 

作品に関するコメント 
 

作品の場所 制作日 小学校名・幼稚園名 

  ふりがな 

氏  名 
年齢 学年 

住所 〒 電話 

http://www.kawasakiport.or.jp/

